
一般会計補正予算（第６号）　　［令和２年１０月１日議案提出］

　予算総額

　補正の内容

境　港　市　　　令 和 ２ 年 度 ９ 月 補 正 予 算（追加提案分）

会　計　区　分　等 補　正　額

一般会計補正予算（第６号） ３，９２８万６千円

Ａ 補正前の予算額 ２３２億５，５７６万１千円

Ｂ 補正額 ３，９２８万６千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ２３２億９，５０４万７千円

（単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

4 1 2 インフルエンザ予防接種費 8,740 8,740 0

4 1 2 小児インフルエンザ予防接種費助成事業 546 546 0

7 1 2 経営持続化応援給付金 30,000 30,000 0

39,286 39,286 0 0 0 0

臨時交付金

計

補正額款 項 目 事    業    名
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◎一般会計補正予算（第６号）

[単位：千円]

インフルエンザ予防接種費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 8,740 8,740 0

金額 ■説明 臨時交付金

○季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えて、感染時

　に重症化する可能性の高い予防接種法で定められている接種対象である高齢者

　等の接種が例年に比べると大幅に増加することが見込まれることに伴い、不足が

　見込まれる予防接種委託料を増額する。

◇制度概要等

　①接種対象者（予防接種法の接種対象者）

　　・６５歳以上の者

　　・６０～６４歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイル

　　　スによる免疫の機能の障害を有する者

　②接種回数　　１回

　③自己負担額

　　・市民税課税世帯の者　　　　　　　　 1,200円

    ・市民税非課税世帯、生活保護世帯の者　　無料

　④実施期間

　　令和２年１０月１９日（月）～令和３年１月３１日（日）

　　※接種開始日は例年１１月１日からであるが、今年度は前倒しで実施。

◇補正内容
当初予算時 今回見込 差引

① ② ②－①

62.5% 85.0% 22.5%

有料分 4,091 5,564 1,473

無料分 2,728 3,710 982

計 6,819 9,274 2,455

有料分 12,601 17,138 4,537

無料分 11,676 15,879 4,203

計 24,277 33,017 8,740

↓

今回補正額

◇財源　　　 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

委託料単価：3,080円/人

委託料単価：4,280円/人

接種対象者見込 10,911人

接種
委託料

接種率見込

接種者数
見込
（人）

有料接種者を全体の６割と見込む

無料接種者を全体の４割と見込む

備　　　　　　　考

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

健康推進課

節別内訳

12 委託料 8,740
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[単位：千円]

小児インフルエンザ予防接種費助成事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 546 546 0

金額 ■説明 臨時交付金

〇高齢者等の予防接種と同様に、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染

　症の同時流行に備え、インフルエンザ予防接種希望者の増加が見込まれることに

　伴い、不足が見込まれる委託料（接種費助成分）を増額する。

◇制度概要等

　①接種費助成対象者

　　　就学前の乳幼児（平成２６年４月２日～令和２年６月３０日の間に生まれた者）

　②助成額　　　１人あたり２，０００円（接種助成券を送付）

　　　※１人１回の接種限りとし、要した費用が２，０００円を下回る場合は実費相当額

　　　　　を助成する。

　③接種券の有効期間

　　令和２年１０月１９日（月）～令和３年１月３１日（日）

◇補正内容
当初予算時 今回見込 差引

① ② ②－①

68.2% 85.0% 16.8%

1,111 1,384 273

2,222 2,768 546

↓

今回補正額

◇財源　　　 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

備　　　　　　　考

助成対象者見込 1,628人 就学前の乳幼児数

接種率見込

接種者数見込(人)

委託料 ＠2,000円/人

節別内訳

12 委託料 546

事業名

健康推進課

担当課 費　目 項目 事業費
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[単位：千円]

【新規】 経営持続化応援給付金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.2 補正額 30,000 30,000 0

金額 ■説明 臨時交付金

○新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が減少している市内事業者の

　うち、国の持続化給付金の対象とならない者に対し、コロナ終息までの経営基盤の

　立て直しの一助とするため、市独自の給付金を給付する。

◇制度概要等

　①給付対象者

　　　国の持続化給付金の対象とならない、本店又は営業の主たる事業所が市内に

　　　存する事業者で、以下の要件に該当する者

　　　(１)売上（事業収入）が対前年同月比で１５％以上５０％未満減少していること。

　　　(２)事業収入を得ている個人又は法人その他の団体で、今後も事業を継続する

　　　　　　意思があること。

　　　(３)法人の場合は、次のいずれかを満たすこと。

　　　　　　ア．資本金の額または出資の総額が１０億円未満

　　　　　　イ．資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時雇用する

　　　　　　　　従業員の数が２，０００人以下

　②給付額

　　　　　　個人事業者　　　１００千円

　　　　　　法　　人　　　　　　　２００千円

　　　　　　※ただし、以下の算出方法で算出した額が上記の給付額を下回る場合は、

　　　　　　　　算出した額を給付額とする。

　　　　　　　　算出式： 前年の総売上(事業収入） －　対象月の売上額 ×　１２月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
前年同月比で１５％以上５０％未満減少している月

◇補正内容

　　　個人への給付分　　１０，０００千円（＠１００千円 ×　１００件(見込)）

　　　法人への給付分　　２０，０００千円（＠２００千円 ×　１００件(見込)）

　　　　　合　　　　　計　　　　　３０，０００千円

◇財源　　　 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

水産商工課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

30,000

項目 事業費担当課 費　目

事業名
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